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第６９号 （令和３年５月６日）

https://www.nenkin.go.jp/

アカウント名（@Nenkin_Kikou ）

障害年金センター

第 21回 !

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務で

の注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。

毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。

さて、今回のテーマは、 です！障害年金について

【 目 次 】

■ はじめに

■ 障害年金講座

■ 機構からの連絡

■ 地域の独自情報

■ 編集後記

皆様こんにちは！５月号の「かけはし」をお届けしま
す。

さて、本号では、国民年金保険料の特例申請に関する

内容のほか、公的年金からの特別徴収事務について掲載

しています。また、障害年金講座では、障害年金に関す

る基本的な事項について掲載していますので、障害年金

事務に初めて携わる方をはじめ、ぜひ日々の業務にお役

立てください。

引き続き、市区町村の皆様との「かけはし」となるよ

う努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。

＜ ＞May2021 Vol.69
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今号では、４月から初めて障害年金に携わる方に向けて、障害年金の基本的な事項を

ご紹介します。

障害年金について

１．障害年金ガイド

日本年金機構で作成しているパンフレットに「障害年金ガイド」があります。

障害年金の概要、受給要件、請求時期などのほか、Ｑ＆Ａや請求手続きの流れも記載

されています。

「障害年金ガイド」は、お近くの年金事務所に用意しておりますが、日本年金機構の

ホームページにも掲載されていますので、ご活用ください。
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日本年金機構ホームページの「障害年金ガイド」の掲載先は、トップページ左下の

パンフレット ⇒ 年金の給付に関するもの ⇒ 障害年金関係 の順で進みます。

トップページ左下の
「パンフレット」を
クリックすると、

「パンフレット一覧」
画面に移動します。

さらに「年金の給付に関するもの」
をクリックすると、

年金の給付に関するパンフレットが表示さ
れます。
画面を下に送り、障害年金関係の「障害年
金ガイド」の『パンフレットを見る』をク
リックすると閲覧することができます。

障害年金ガイドの
掲載先まで順番に
辿ってみましょう。
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２．初診日について

障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことを

「初診日」といいます。

また、次の場合も初診日となります。

受付・点検に係る留意事項について

障害年金を請求する際に、必ず確認が必要となる事項についてご紹介します。

（例１）先天性の知的障害（精神遅滞）は、出生日が初診日となります。

Ｑ

&

Ａ

Ｑ．請求傷病名は「知的障害」で、初めて医療機関を受診したのは就学前で
すが、いつが初診日となりますか？

Ａ．傷病名が「先天性の知的障害※」であれば、出生日が初診日となります。

なお、受診状況等証明書は不要です。

※ ただし、頭部外傷や高熱などが原因で知的障害となった場合は、原則とし

て初めて医療機関を受診した日を初診日として取り扱います。

（例２）発達障害（自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害など）は、自覚症状が
あって、初めて診療を受けた日が初診日となります。

【注意】 発達障害と知的障害（精神遅滞）は異なります。

Ｑ

&

Ａ

Ｑ．請求傷病名は「発達障害（自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害な
ど）」で、療育手帳が発行されていますが、初診日は出生日となりますか？

Ａ．初診日は、療育手帳の有無に関係なく、初めて診療を受けた日となりま

す。なお、病歴・就労状況等申立書には出生日からの状況を記載願います。

① 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日

② 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場
合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

③ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初
の傷病の初診日が対象傷病の初診日

④ 先天性の知的障害（精神遅滞）は出生日

⑤ 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

具体的な初診日の考え方として、次の3つの例を見てみましょう。
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受付・点検に係る留意事項について

（例３）先天性股関節脱臼
ａ．完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日となります。
ｂ．青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて

診療を受けた日が初診日となります。

Ｑ

&

Ａ

Ｑ．請求傷病名は「変形性股関節症」で、仕事中に違和感を感じて初めて受
診して判明しましたが、医師からは生まれつきの傷病と言われています。

この場合、初診日は出生日となりますか？

Ａ．初診日は、初めて診療を受けた日になります。股関節症の場合、完全脱

臼したまま生育した場合は、出生日が初診日となります。

※ ２０歳前に初診日がある方は、「初診日を証明する手続きの簡素化」、「病歴・就

労状況等申立書の記載の簡素化」ができる場合があります。

詳しくは、かけはし第66号、第68号を参照ください。

（参考）これまでに掲載した「障害年金講座」

昨年、「障害年金講座」で取り上げたテーマを一覧にまとめました。過去にご紹介した

内容についても、ご活用いただければ幸いです。なお、過去の「かけはし」発行号は、日

本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）で参照いただけます。

「かけはし」発行号 「障害年金講座」

第63号（令和2年５月22日） 第15回 請求時期について

第64号（令和2年７月1日） 第16回
受付・点検に係る留意事項について

◇ 年金請求書において留意する事項①

第65号（令和2年９月1日） 第17回
受付・点検に係る留意事項について（その２）

◇ 年金請求書において留意する事項②

第66号（令和2年11月2日） 第18回

受付・点検に係る留意事項について（その３）

◇ 20歳前傷病に係る障害基礎年金における
初診日証明手続きの簡素化 など

第67号（令和3年1月19日） 第19回
受付・点検に係る留意事項について（その４）

◇ 診断書において留意する事項 など

第68号（令和3年３月2日） 第20回

受付・点検に係る留意事項について（その５）

◇ 20歳前傷病に係る病歴・就労状況等申立
書記載の簡素化 など



【記号の区分】

■（定例）…毎年定例の実施分、●（単発）…今回限りの単発実施分、▲（新規）…新規の実施分
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機構からの連絡

各種取組事業のスケジュールについて

（事業推進統括部）

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

日本年金機構において、令和３年４月から令和３年６月に実施を予定している取組事業や

各種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

＜ ＞May2021 Vol.69

令和3年 ４月

■（定例）国民年金保険料納付書の送付（４月定時分）

■（定例）国民年金学生納付特例ターンアラウンド申請用紙の送付

→ 詳細は、「かけはし」第68号の12～17頁をご確認ください。

令和3年 ６月
■（定例） 統合通知書（年金振込通知書・年金額改定通知書）の送付

■（定例） 年金生活者支援給付金統合通知書（給付金振込通知書・給付金額（改定）通
知書）の送付

▲（新規）未婚のひとり親を国民年金保険料の免除等該当基準に追加

▲（新規）脱退一時金の支給上限月数の引き上げ

▲（新規）寡婦年金の支給要件の見直し

→ 詳細は、「かけはし」第68号の20～22頁をご確認ください。

→ 詳細は、「かけはし」第67号の20頁をご確認ください。
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学生の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難

な方は、特例申請が可能です。 （国民年金部）

新型コロナウイルス感染症の影響による特例申請（学生）

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降に収入が減少した場合は、臨

時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによる国民年金保険料学生

納付特例の申請が可能です。（令和3年度も引き続き臨時特例措置に基づく取扱いを継続し

ます。）

※ 令和元年度分と令和2年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。

申請には申請書が二枚必要です。

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降に収入が減少した方（※1）

２．令和2年2月以降の所得の状況からみて、年間の所得見込み額（※2）が、国民年金保険料

学生納付特例の承認基準相当である方

申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事

務所です。（感染拡大防止の観点から、郵送によるご提出を推奨しています。）

１. 国民年金保険料学生納付特例申請書

特例認定区分欄「３．その他」に〇をし、「臨時特例」と記入します。

２. 所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））

簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）をご記入いただきます。

（次頁に掲載のとおり、申立書の様式は年度ごとに異なりますのでご案内の際はご注意ください。）

3. 学生証のコピー

令和２年２月分から令和２年3月分まで（令和元年度分）

令和２年４月分から令和３年3月分まで（令和２年度分）

令和３年４月分から令和４年３月分まで（令和３年度分）

対象となる学生

申請に必要なもの

学生納付特例申請の臨時特例対象期間

申請方法

※ 令和元年度分と令和2年度分、令和３年度分の申請を希望される場合は、同時に申請がで

きます。ただし、年度ごとに申請が必要になりますので申請書は申請を希望される年度の数だ

け必要です。（すでに令和元年度分、令和２年度分を申請され承認を受けている方は、令和３

年度分のみ申請していただきます。）

※1 令和2年度分以前の申請については、令和3年４月以前に収入が減少した方が対象となります。

※2 令和２年２月以降の任意の月（収入が急減した月）における所得額を12か月分に換算し、見

込みの経費等を控除し算出します。

１＜ ＞May202 Vol.69

学生の方で、以下のいずれにも該当する方
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＜参考＞ 所得の申立書（臨時特例用）様式
【令和2年度分】表面

見 本
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＜参考＞ 所得の申立書（臨時特例用）様式
【令和2年度分】裏面

見本
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＜参考＞ 所得の申立書（臨時特例用）様式 【令和３年度分】表面

見 本
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＜参考＞ 所得の申立書（臨時特例用）様式
【令和３年度分】裏面

見本
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国民年金の学生納付特例制度の対象が追加されました。

（国民年金部）

制度改正の概要

令和3年4月1日から国民年金の学生納付特例制度の対象となる教育施設として厚生労

働大臣が定める課程に以下の教育施設が追加されました。

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大における適用除外に

関する学生の範囲の対象となる教育施設」及び「国民年金の学生納付特例制度の

対象となる教育施設」について、厚生労働大臣が定める課程は、健康保険法施行

規則第二十三条の六第三項第三十三号、厚生年金保険法施行規則第九条の五第三

項第三十三号及び国民年金法施行規則第七十七条の六第三十二号に基づき、独立

行政法人海技教育機構法（平成11年法律第214号）による独立行政法人海技教育

機構海技士教育科海技課程の本科、専修科及び乗船実習科並びに海技士教育科海

技専攻課程の海上技術コース（航海）、海上技術コース（機関）、海上技術コー

ス（航海専修）及び海上技術コース（機関専修）とされていましたが、令和3年4

月1日から航海専科が追加されました。

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科

１＜ ＞May202 Vol.69



学生納付特例制度に係る周知について

（国民年金部）

今般、日本年金機構において学生納付特例制度周知用ポスター（以下「ポスター」

という。）を作成しました。

ポスターの設置について、年金事務所から市区町村へ、学生納付特例制度の周知・

普及を促進するために、ポスターを提供させていただきますので、国民年金担当窓口

等への掲示について、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

※ 各大学等には、厚生労働省年金局から文部科学省を通じて、学生納付特例制度に

係るポスターの作成と活用等について周知しています。

May202 Vol.69１＜ ＞13
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令和３年４月１日から、国民年金任意加入被保険者の適用除外の規定が設けられ

ました。 （国民年金部）

国民年金任意加入被保険者の適用除外規定の追加

手続きについて

届出用紙
国民年金任意加入被保険者が適用除外に該当するに至った場合は、「国民年金第

１号・第３号被保険者適用除外届」の提出が必要となります。
添付書類
以下の①及び②を添付してください。
① 在留カードの写し
② 通常旅券（パスポート）に添付される「指定書」の写し

届出先
住所地を管轄する年金事務所にご提出をお願いします。

概要
令和3年4月1日以降、日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動（医療滞在ま

たは医療滞在者の付添人）」や「特定活動（観光・保養等を目的とする長期滞在または

長期滞在者の同行配偶者）」により滞在する方については、国民年金任意加入被保険者

の適用を除外する規定が追加されました。

国民年金任意加入被保険者が適用除外に該当するに至った場合は、ご本人様より、

「第１号・第3号被保険者適用除外届」を日本年金機構に提出することとしています。

（１）在留資格が「特定活動（医療滞在又は医療滞在者の付添人）」の場合

a 日本に相当期間滞在して，病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害に
ついて、医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害につ
いて継続して医療を受ける活動を行う方。

b 上記ａの活動を行う方の日常生活上の世話をする活動（収入を伴う事業を
運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。）を行う方

（２）在留資格が「特定活動（観光・保養等を目的とする長期滞在又は長期滞在
者の同行配偶者）」の場合

日本において１年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似す
る活動（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。）を行
う方

適用除外事由

＜ ＞May2021 Vol.69
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届出用紙

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）からダウンロードできます。

※ お問い合わせ等ありましたら、年金事務所へのご案内をお願いします。

国民年金第１号・３号被保険者適用除外届

見 本

＜ ＞May2021 Vol.69
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所得基準額の引き上げの対象となる制度
改正前

基準額※
改正後

基準額※
改正後の基準額

適用月

国民年金保険料学生納付特例 118万円 128万円
令和３年４月
以後の月分

国民年金保険料申請全額免除・納付猶予 57万円 67万円

令和３年７月
以後の月分

国民年金保険料申請全額免除
（地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親に該当する者）

125万円 135万円

国民年金保険料申請一部免除（４分の３） 78万円 88万円

国民年金保険料申請一部免除（２分の１） 118万円 128万円

国民年金保険料申請一部免除（４分の１） 158万円 168万円

老齢福祉年金の全額支給停止
（受給者本人所得により判定）

159.5万円 169.5万円

令和３年８月
以後の月分

老齢福祉年金の全額支給停止
（扶養義務者等所得により判定）

628.7万円 638.7万円

老齢福祉年金の一部支給停止
（扶養義務者等所得により判定）

340.1万円 350.1万円

20歳前障害基礎年金の全額支給停止 462.1万円 472.1万円
令和３年10月

以後の月分
20歳前障害基礎年金の一部支給停止 360.4万円 370.4万円

特別障害給付金の全額支給停止 462.1万円 472.1万円
令和３年10月

以後の月分
特別障害給付金の一部支給停止 360.4万円 370.4万円

障害・遺族年金生活者支援給付金の所得基準額 462.1万円 472.1万円
令和３年10月

以後の月分

平成30年度税制改正により、令和2年分所得から給与所得者に適用される「給与所得控

除」及び公的年金等受給者に適用される「公的年金等控除」の控除額が10万円引き下げ

られ、一方で、全ての所得者に適用される「基礎控除」が10万円引き上げられます。

上記税制改正に伴い、給与所得控除後・公的年金等控除後で基礎控除前の所得を用いて

判定を行っている制度について、給与所得者・公的年金等受給者に不利益が生じないよう、

所得基準額が10万円引き上げられます。（国民年金法施行令等の改正）。

所得基準額の引き上げの対象となる制度、改正前後の基準額及びその適用月は以下のと

おりです。

国民年金保険料の免除制度などの所得基準額が１０万円引き上げられます

（事業企画部）

※基準額は扶養親族等がない場合の額です。
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特別徴収事務ご担当者様へ

（特定事業部 年金支払調整グループ）

介護保険料・国民健康保険料（税）・後期高齢者医療保険料・個人住民税の
特別徴収担当課へ、ぜひ回覧くださいますようお願い申し上げます。

公的年金からの介護保険料等の特別徴収における情報交換の留意事項

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

公的年金からの特別徴収は、特別徴収依頼通知処理（年次）と各種異動情報（月次）に
基づき行っており、国民健康保険団体連合会、国民健康保険中央会及び地方税共同機構（
以下、「経由機関」という。）を通じて日本年金機構へ通知をいただいているところです。

その中でも、特別徴収依頼通知処理（年次）の情報交換は、１年間の特別徴収の実施の
可否や徴収金額をお知らせいただく大変重要な通知となります。

新年度になり、担当者の方が替わられるなど新たに特別徴収事務をご担当される皆様に、
公的年金からの特別徴収における留意事項等をご紹介いたしますので、ご留意くださるよ
うお願いいたします。

★過去の年次情報交換において、適正に特別徴収ができなかった事例★

金額や通知コード等の設定誤りもしくはデータ送信漏れにより、日本年金機構におい
て特別徴収依頼情報が収録できなかった場合、その対象者については特別徴収を行うこ
とができなくなり、普通徴収でご対応いただく事になります。

そのため、特別徴収依頼通知処理（年次）においては細心の注意を払い、通知の作成
及び送信を行ってくださいますようお願いいたします。

事例１
特別徴収の開始を依頼するため、特別徴収対象者（コード01－01）として特別徴
収依頼通知を作成すべきところを、システム操作の誤り等により、特別徴収非対象
（コード01－03）として作成してしまった。

事例２
特別徴収の開始を依頼するため、特別徴収対象者（コード01－01）として特別徴
収依頼通知を作成したが、（委託業者が）経由機関へのデータ送信を漏らしてし
まった。

事例３
特別徴収依頼通知を作成する際、日本年金機構から受信したデータを基に作成する
が、変更してはいけない氏名、生年月日、住所等を変更して作成してしまった。

事例４
当年（令和3年）に作成した特別徴収依頼通知を送信すべきところ、システム操作
の誤り等により、前年（令和2年）に作成した特別徴収依頼通知を送信してしまっ
た。

事例５
介護保険料等の特別徴収依頼金額の設定を行う際、端数を含む金額は各種金額欄
「金額１」へ設定すべきところ、各種金額欄「金額２」へ設定してしまった。

事例６
住所地特例対象者（コード01－02）として特別徴収依頼通知を作成すべきところ、
特別徴収対象者（コード01－01）として作成してしまった。
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！ご注意ください ≪「死亡」を原因とする資格喪失等通知に関する注意点≫！

特別徴収各種異動情報の資格喪失等の通知について、死亡（コード41－01）を原因
とする資格喪失等通知は、公的年金からの特別徴収を停止するとともに、年金の支払い
も停止しますので、通知の際は充分ご注意ください。

特に「転出」による資格喪失を誤って「死亡」と通知されているケースやシステム上
の初期設定値であるということで「死亡」と通知されているケースが多く見受けられま
すので、資格喪失通知を作成する際は喪失事由をご確認の上、作成してください。

「振込先金融機関変更届」の口座変更スケジュールについて

特別徴収した保険料（税）についての、振込先金融機関の口座名義人が変更になった場
合は、「振込先金融機関変更届」の提出が必要になります。「振込先金融機関変更届」を
ご提出していただいてから、概ね３ヶ月後に、変更後の口座への振込が開始されます。

なお、個人名を含んだ口座名義（例：会計管理者○○ △△）は、変更届の不備等によ
り振込不能となる恐れがあるため、極力個人名を含まない口座名義（例：会計管理者）と
されることをお勧めします。
※ 金融機関統廃合の際にも提出をお願いいたします。

届書様式及び詳細は日本年金機構ホームページのトップページから『年金Ｑ＆Ａ』→
「年金の受給」→「各年金給付に関連する共通の情報」→「年金からの介護保険料などの
徴収」をクリックして、ご確認いただきますよう、お願いいたします。

＜介護保険料等特別徴収にかかる情報交換に関する市区町村様からのお問合せ先＞

日本年金機構 特定事業部 年金支払調整グループ ０３－５３４４－１１００（代表）

※年金受給権者様からのお問合せ先は、お近くの年金事務所または年金ダイヤル（0570－05－1165）をご案内願います。

日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp）に特別徴収に関するＱ＆Ａを掲載しています。
年金受給者の方がインターネットをご利用可能であればぜひご案内ください。

トップページ ⇒ 上部メニュー「年金Ｑ＆Ａ」⇒「年金の受給」 ⇒「各年金給付に関連する共通の情報」⇒
「年金からの介護保険料などの徴収」

N月 N＋１月 N＋２月 N＋３月

変更届締切 原簿更新

年金支払処理 年金支払日
保険料（税）徴収

変更後の口座への
保険料（税）振込

41-01 資格喪失等通知（死亡）

41-02 資格喪失等通知（転出）

41-03 資格喪失等通知（市町村の特別事情）

41-04 資格喪失等通知（適用除外）



平成31年4月から新たな在留資格制度が創設されたことにより、日本年金機構では、外

国人のお客様への届出漏れを防止するため、届書の記載例やパンフレットの多言語対応の

取り組みを進めてまいりました。

この度、国民年金適用勧奨状説明用パンフレット及び国民年金被保険者関係届（申出書）

記入例の13か国語版を作成し、日本語版、英語版と合わせて15か国語版となりました。

国民年金関係届書等の多言語対応への取り組みについて

（国民年金部）

種類 対応言語
機構ホームページ

への掲載状況

① 国民年金制度の仕組み

・英語
・中国語
・韓国語
・ポルトガル語
・タガログ語
・ロシア語
・インドネシア語
・スペイン語
・ベトナム語
・タイ語
・ミャンマー語
・ネパール語
・カンボジア語
・モンゴル語

掲載済

② 国民年金保険料免除・納付猶予申請書説明用パンフレット

③ 国民年金適用勧奨状説明用パンフレット

④ 国民年金被保険者関係届（申出書）記入例

⑤ 国民年金保険料学生納付特例申請書記載例 ・英語

英語版以外の13
か国語版(※)が出
来次第、掲載予
定。

多言語版の届書の記載例やパンフレットは、翻訳した英語版を基に13か国語に翻訳し
作成した後、順次、日本年金機構ホームページに掲載しております。

＜これまでの取り組み＞

「③国民年金適用勧奨状説明用
パンフレット」および「④国民
年金被保険者関係届（申出書）
記入例」の中国語版を次頁に掲
載しておりますので、参考まで
にご覧ください。

※ 中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、ロシア語、インドネシア語、スペイン語、ベトナム語、タイ語、
ミャンマー語、ネパール語、カンボジア語、モンゴル語の１３か国語。

機構ホームページから多言語版の記載例や
パンフレットをご覧いただく場合はこちらの
バナーをクリックしてください！
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参考：国民年金適用勧奨状説明用パンフレット（中国語版）

参考：国民年金被保険者関係届（申出書）記入例（中国語版）

見 本

見 本
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国民年金保険料のご案内を民間委託しています

（国民年金部）

◎ 国民年金保険料収納業務の民間委託（市場化テスト）について

日本年金機構は、国民年金保険料の納め忘れがある方に対する「電話や文
書、戸別訪問による納付案内と免除・猶予制度の申請手続きの案内、その他
口座振替等の案内」について、民間委託を実施しています。

民間委託事業者では、お客様の状況に応じて文書、電話及び戸別訪問によ
る督励を行っています。

令和3年5月より全ての年金事務所において、令和5年4月までの事業とし
て実施しています。

市場化テスト受託事業者と担当地区は次のとおりです。

※【東京部（特別区・島しょ部）】
東京２３区内の各年金事務所管轄地区

【東京都（多摩地区）】
立川、武蔵野、青梅、八王子、府中の各年金事務所管轄地区

※ 受託事業者及び実施事業の詳細については、日本年金機構ホームページ
をご覧ください。

日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/shunoitaku/

minkan-itaku/20150501.html

市場化テスト受託事業者 担 当 地 区

アイヴィジット・
東洋紙業共同企業体

北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山
形県 福島県 群馬県 東京都（多摩地区）
新潟県 山梨県 長野県

㈱バックスグループ

茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都（特
別区・島しょ部） 神奈川県 富山県 石川県
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 福井県 滋
賀県 京都府 兵庫県 大阪府 奈良県 和歌
山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口
県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿
児島県 沖縄県
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インターネットによる年金相談予約の開始

（相談・サービス推進部）

日本年金機構では、全国の年金事務所、街角の年金相談センター（オフィスを含む。）

において予約制による年金相談を実施しております。

従来、予約のお申し込みについては、予約受付専用電話や年金事務所等の窓口などで

承っておりましたが、令和３年５月６日（木）より、老齢年金のターンアラウンド請求書

（緑色の封筒）が届いた方を対象に、インターネットでの相談予約の受付も開始いたしま

す。

【年金相談予約サイトの予約受付時間】

午前８：００ ～ 午後１１：３０

（※メンテナンス期間は除く）

日本年金機構 予約相談 🔍🔍検索

予約制による年金相談をご活用いただくことで、お客様のご都合にあわせて、

スムーズに相談できるだけでなく、相談内容にあったスタッフが事前に準備の

うえ丁寧に対応させていただくことができます。

ターンアラウンド請求書が届いた方の請求手続きに関し、年金相談の予約を

ご案内いただく際には、ぜひ、インターネットによる予約をお勧めしていただ

きますよう、ご協力をお願いいたします。

インターネットからのご予約は、土日祝日を含め、午前８：００から午後１１：３０

（従来は年金事務所等の開所時間内で受付）となり、機構ホームページ内の「予約相談に

ついて」のページから年金相談予約サイトへアクセス可能となります。

また、予約前日にリマインドメールを送らせていただくことにより、お客様の来訪忘れ

を防止する対応も実施いたします。

今後は、インターネットからのご予約の対象となる相談内容の拡大も順次検討してまい

ります。

こちらの緑色の封筒で、老齢年金のターンア
ラウンド請求書が送付されています。

＜ ＞May2021 Vol.69



編集後記
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地域の独自情報

新年度が始まりましたね。筆者が「かけはし」の編集事務に携わって１年経ち、２
年目に突入しました。編集する回数を重ねても、完成した「かけはし」を皆様にお届
けする瞬間は未だに緊張します。引き続き、皆様に伝わりやすい誌面を心がけて作成
してまいりますので、今年度もご愛読いただけると嬉しいです。

さて、「かけはし」は皆様方のご意見とご要望をいただきながら、様々な情報を提
供していきたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

＜ ＞May2021 Vol.69
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